
 
 

 

 

 

 

地方消費者行政専門調査会報告書 

 

 

 

 

 

平成２３年４月 

消費者委員会 地方消費者行政専門調査会 

資料２－２－３ 

－142－



 

 
 

－目 次－ 

 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

第１章 消費者行政における国と地方の在り方について・・・・・・・・・・・・・３ 

 

第２章 相談ネットワークの在り方について・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

第３章 消費生活相談員の処遇の在り方について・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

第４章 情報の収集・分析及び情報提供の在り方について・・・・・・・・・・・１８ 

 

第５章 地方消費者行政における商品テストの位置づけ、人材の確保について・・２２ 

 

第６章 地方公共団体における法執行の位置づけについて・・・・・・・・・・・２５ 

 

第７章 地方消費者行政の基盤・環境の整備について・・・・・・・・・・・・・３１ 

 

第８章 今後の地方消費者行政の充実・強化の進め方について・・・・・・・・・３４ 

 

別紙１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

 

別紙２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 

【委員の意見】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

 

【参考資料１】消費者庁関連三法の成立の際に定められた地方消費者行政の 

充実・強化に関する附則及び附帯決議・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

 

【参考資料２－１】消費者委員会 地方消費者行政専門調査会 設置・運営規程 

（平成２１年１２月２１日 消費者委員会決定）・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

 

【参考資料２－２】地方消費者行政の充実強化に向けて（平成２１年１２月１４日 

消費者委員会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ４４ 

 

【参考資料３】地方消費者行政専門調査会 審議経過  ・・・・・・・・・・・・４７ 

 

【参考資料４】地方消費者行政専門調査会 委員名簿・・・・・・・・・・・・・４９ 

－143－



 

 
 

 

【参考資料５】「地方消費者行政に関する特別世論調査」の概要(平成２２年１１月 

 消費者委員会事務局)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

 

【参考資料６】地方消費者行政の実態調査報告書（平成２２年１月 消費者委員会事務

局）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

 

【参考資料７】消費生活相談に関する実態調査報告（平成２３年１月 消費者委員会事

務局）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

－144－



 

1 
 

は じ め に 

  

わが国では、明治以来、産業育成を中心課題として行政上の施策が進められてきた。

しかしながら、ここ１０年余りの間に全国の消費生活センターに寄せられた相談件数

が倍増していく中、冷凍ギョウザ事件やこんにゃく入りゼリーによる窒息事故など国

民の関心を集める大きな事件・事故が発生し、行政側の縦割りの対応に問題があるこ

とが明らかになったこともあって一昨年秋に、消費者庁及び消費者委員会が発足する

など、国においては、消費者重視の行政へと大きなパラダイム転換が行われた。 

 

 他方、地方においても、平成２１年度から地方消費者行政活性化基金の運用が開始

されたこと等に伴って、地方公共団体によっては、積極的に消費者行政の体制を強化

する動きがみられる。平成９年の地方行革推進指針等に基づく地方行財政改革が推進

されてきたこともあって、その後の１０年間で地方消費者行政予算も担当人員もほぼ

半減してきたことからすると、ようやく、反転したものと評価できる。このように地

方における消費者行政が活性化することが、国全体としても、消費者行政の充実・強

化につながる。 

 

 もっとも、地方における消費者行政は、住民生活にとって大事な分野であるとの認

識はありながらも、ともすれば国の産業育成・振興政策に合わせる形で、地域の産業

振興が優先されたり、大型施設設置等について国から一定の方向付けがなされてきた

りしたこともあって、意識の面でも資源配分の面でも十分に光があてられてこなかっ

た経緯もある。 

また、消費生活センターはおろか、消費生活相談窓口も設置されていないか、設置

されていても十分に周知されていない、あるいは専門的な相談を受けることができな

かった地方公共団体の住民にとっては、地方消費者行政サービスが自らの消費生活に

とって、どのように役立つものかについて十分に認識する機会もなく、したがって、

消費者重視の行政へと方向転換すべきだとの声を上げようもなかったとも考えられ

る。 

こうした点は、大型公共事業や産業育成政策のように、長年、国が地方を主導して

きたこともあって、地方分権の重要性が現在、強く唱導されている政策分野とは事情

を異にする面があるものとみられる。 

 

この間、消費者庁においては、平成２１年度からの３年間の集中育成・強化期間を

対象とする地方消費者行政活性化基金を通じて支援するほか、「地方消費者行政の充

実・強化のためのプラン」（平成２２年２月）を策定し、「地方消費者行政推進本部」

（平成２２年２月設置）の下、地方における消費者行政の自主的な取組を支援してき

たところである。 

もっとも、各市町村における消費者行政が十分に定着するためには、地域住民の間
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で相談受付やあっせん事務がいかに頼りになるか、あるいは、出前講座等の活動によ

る啓発・普及がいかに被害の未然防止に役立つかなどが実感され、また、他の行政分

野との連携が根付く必要がある。国としても消費者庁が消費者行政の司令塔として、

他の省庁と積極的に連携し、地方消費者行政の定着に向けた支援体制をさらに強化す

る必要がある。それには、集中育成・強化期間終了後、さらに数年の期間を要するも

のと考えられる。 

 

また、約９０時間にわたる国会審議を経て成立した消費者庁関連三法の附則や衆参

両院の附帯決議を踏まえると、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、消費

者の安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期す必要があり、そのために

も、消費者委員会として、集中育成・強化期間終了後の地方公共団体の消費者政策の

実施に関して国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討につ

いて、実質的に審議することが求められている。 

 

他方、政府においては、「地域主権改革」を推進し、地域の自主的な問題解決能力

を高めることで、地域が主役となって地域住民の生活に密着した行政サービスの充実

を図ることが、最も重要な課題となっている。 

したがって、国としては、各地方公共団体が地域の実情に応じて、創意工夫を発揮

できるように、原則として、その後押しをするような支援に注力することが求められ

ている。国による財政面の支援についても、「基金」のようにある程度期間を限定し、

その後は、地方公共団体が自らの裁量によって推進していくのが本来の筋道である。 

 

 地方消費者行政専門調査会は、上記のような観点から、地域住民の安心・安全を守

るための在るべき地方消費者行政の姿を実現するために、平成２２年４月以降、精力

的な審議を重ねてきた。本報告書はこれまでの審議を踏まえ、集中育成・強化期間終

了後の地方消費者行政活性化策について、現実的かつ実効性のある対応策をとりまと

めたものである。 

 

なお、今回の東日本大震災に伴い、大きな損害を被った各県・市町村における地方

消費者行政の充実策に関しては、格別の配慮を求めるものである。 
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第１章 消費者行政における国と地方の在り方について 

 

○ 消費者行政に関する事務は、多岐にわたるが、その大半は、住民からの

声に応えつつ、各地方公共団体が自主的かつ自発的に対応してきた事務で

ある。こうした各地方公共団体の創意工夫等をいかすには、引き続き自治

事務として位置付けることが基本。 

 

○ もっとも、①身近な相談窓口ネットワークの構築、②消費者事故等の情

報収集体制の整備等については、国としても責任を持って推進を図る必要

があり、一定程度の負担や技術的支援等を検討する必要。 

 

１ 自主的かつ自発的な地方公共団体による消費者行政の推進と国の支援 

(1)  地方公共団体が行う消費者行政事務 

地方の消費者行政に関する事務は、消費者からの相談の受付、苦情処理のため

のあっせん、事業者指導、製品事故等の消費者事故・悪質業者に係る情報収集、

消費者への情報提供、消費者教育・啓発講座の開催等と多岐にわたる。こうした

事務の大半は、住民からの声に応える形で生成、発展してきたものであり、各地

方公共団体が地域の実情に応じ、自主的かつ自発的に対応してきた事務であるこ

とから、自治事務として位置付けられている。また、都道府県・政令指定都市等

を中心に多くの自治体が自ら、消費生活条例等の関係条例を設け、国の定める各

種規制等とは別に、独自に消費者行政法規制を整備してきている。 

なお、消費者安全法第８条が都道府県及び市町村に義務付ける事務としては、

消費者からの苦情に係る相談や、その処理のためのあっせん、消費者事故等の情

報収集や調査・分析、情報提供、自治体間での情報交換等が明示されている。 

 

(2)  地方消費者行政に対する国による支援の基本的考え方 

 消費者安全法第８条で都道府県及び市町村に義務付けられた相談受付やあっ

せん等の事務の実施に関して、同法第９条は、国が都道府県及び市町村に対して

情報の提供その他の必要な援助を行うことを義務付けている。したがって、こう

した事務の拠点となる相談窓口ネットワークの整備についても、国として、一定

の支援を行うことが求められている。 

また、消費者安全法第４章では、消費者事故等に関する情報の集約を図るため

に、国のみならず、地方公共団体にも消費者事故等の発生に関する情報の通知義

務が課され、国は、これを迅速かつ的確に、集約分析を行い、その結果を取りま

とめることが義務付けられている。消費者事故等の情報収集・集約事務は、当該

事務の本来的性格から、全国一律に行うことが求められており、国としても責任

を持って積極的に推進していく必要がある。 
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以上の点を踏まえると、必要最低限のインフラである相談窓口ネットワークの

構築や消費者事故等の情報収集等に関しては、国と地方公共団体が協力し、その

体制整備に努める必要がある。 

 

２ 地方消費者行政活性化のための地方公共団体と国の望ましい姿 

(1)  地方消費者行政の位置づけ 

上記のとおり、地方公共団体が地域住民の声にきめ細かに対応し、地域の

特性をいかした行政を行ってきた経緯などを踏まえれば、今後とも、各地方

公共団体の自主性や創意工夫をいかせるよう、自治事務として位置付ける必

要がある。 

 

(2) 地方消費者行政に対する国の関与と負担 

     上記１(2)で述べた観点からは、以下の事務や事業等については、国も責任

を持ってその推進を図る必要があり、一定程度の負担や技術的支援等を検討す

る必要がある。 

① 最低限のインフラ整備として、全国どこでも、住民が身近な窓口で、専門

的な相談を受け、必要に応じてあっせんを依頼できるようにするためのネッ

トワーク構築に必要な施設等の整備、相談員の育成等の事業 

 

② 消費者安全法により、全国の消費者事故等の情報を迅速に収集し、分析し

た上で、情報提供すること等が求められており、そうした観点から全国一律

に実施すべき情報収集に係る事務や情報入力に係る研修事業 

 

  もっとも、以上の事務や事業等について国がその推進を支援していくとし

ても、地方の自主性を最大限に尊重し、地方公共団体の創意工夫を阻害しな

い形で進めることが求められる。 

また、財政負担についても、「地方消費者行政活性化基金」や「住民生活に

光をそそぐ交付金」のように、地方公共団体の創意工夫に基づく裁量を発揮

できるような財政措置を活用する方向で、その具体的な在り方について検討

する必要がある。 
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第２章 相談ネットワークの在り方について 

 

○ 住民にとっての安心安全の実現のためには、身近で専門的な窓口を整備

し、消費者事故等の情報収集や消費者教育・住民啓発事業等を行う消費者

行政の拠点整備を推進する必要。 

 

○ もっとも、個々の市町村が独自に整備するには、人員・財政面等で困難

な場合もあり、都道府県との協力の下に市町村が連携して窓口ネットワー

クを整備・構築する等の広域的な取組が必要。 

 

○ 広域連携については、地域の実情等も踏まえた自主的な判断に基づいて

整備される必要があるが、消費者安全法の理念実現の観点から、国として

も一定のひな形を示す必要。また併せて、財政上の負担の在り方を検討す

る必要。 

 

１ 相談窓口の現状と課題 

 (1) 相談窓口におけるニーズ 

    内閣府が平成２２年１１月に公表した「地方消費者行政に関する特別世論調査」

によれば、「消費生活相談窓口を利用したことのある人」の約７割５分の人が「満

足した」と答えている。また、「今後、消費者問題に対する地方公共団体の施策に

望むこと」について、５割以上の人が「消費生活センターの新設など、身近な場

所に消費者問題について相談できるところを作る」を要望項目として挙げている。 

他方、同調査によれば、「消費生活相談窓口を利用したことのある人」が相談窓

口の対応に満足しなかった理由として、「相談の受付から助言に止まり、あっせん、

紛争解決まで責任を持って対応していない」（５２.８%）、「対応に専門性がないな

ど、十分な対応をしてもらえない」（４９.１%）がそれぞれ半数程度に上っている。 

以上の点を踏まえると、地方公共団体による消費生活相談サービスの満足度は

高く、その結果、身近な相談窓口に対するニーズも高いと言えるが、窓口におい

て、あっせんまで行っていない場合には、住民にとって不満の原因となっている

とみられる。  

(2)  都道府県・市町村における相談窓口の実態 

   消費者委員会は、平成２２年１月と平成２３年１月と２回にわたって、全国の

都道府県及び特別区を含む市町村（以下「市町村」という。）に対して、地方消費

者行政に関する実態について書面調査及び実地調査（以下「地方消費者行政実態

調査」という。）を行った。概要については、参考資料６及び参考資料７のとおり

であるが、相談窓口に関する主な内容は以下のとおりである。 

 ① 相談窓口の設置状況と今後の整備予定 

  下記の図表のとおり、消費生活センターの設置は、全体の４分の１にとどまり、
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また、窓口未設置の自治体が１６％に上っている。この窓口未設置の自治体のうち

３分の１が平成２３年度末までに設置する予定がない等の回答をしている。 

  また、全体の６割を占める窓口のみ設置を行っている自治体のうち、相談員を配

置していない窓口が全体の７割にも上っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注）第１回地方消費者行政専門調査会 参考資料６ 地方消費者行政の実態調査報告書（平成２２年

１月 消費者委員会事務局）３頁に示した図表について、一部データを修正したもの（平成２２

年１月７日時点で回収済みの４７都道府県・１７００市町村の回答を元に集計）。 

 

 ② 相談体制を強化したことに伴う効果 

  消費生活相談体制の強化の必要性については、「住民の相談需要がないから、こ

れまで体制を強化してこなかっただけである。」という考え方が、これまで少なか

らず聞かれてきた。そこで、消費者委員会は、地方消費者行政活性化基金創設等の

国の財政支援強化に伴って、平成２１年度中に消費生活相談体制を強化した地方公

共団体に対して、相談体制を強化した効果を調査した。 

  調査結果をみると、以下のとおり、平成２１年度に消費生活センターの新設・既

存窓口の機能拡充による消費生活センター化・消費生活相談窓口の新設のいずれか

を実施した自治体(１県・１５４市町村)の約６割が、体制強化後の半年間に前年同

期に比べて相談件数が増えたと回答している。これは、全国の消費生活相談件数が、

平成２０年度から平成２１年度にかけて、９５０千件から８９９千件へと減少して

409
23%

1065
61%

273
16%

センター・窓口設置状況

（平成20年度末）

（47都道府県・1700市町村）

センター設置

窓口のみ設置

未設置・無回

答

20
7%

159
58%

94
35%

平成23年度末までの

窓口等の設置予定

（平成20年度末）

（273市町村）

センター設置予定

窓口設置予定

設置予定なし・未

定

335
31%730

69%

窓口の相談員配置状況

（平成20年度末）

（1065市町村）

相談員あり

相談員なし

9
1%

721
99%

窓口対応職員の専任・兼任の状況

（平成20年度末）

（730市町村）

専任あり

専任なし（兼

任のみ）
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  (3) 実態調査結果から明らかとなった相談窓口整備に係る課題 

     以上の実態調査結果をまとめると、以下のとおりである。 

  ① 地方における消費生活相談体制は、地方消費者行政活性化基金の創設等もあっ

て、充実・強化される方向に進んでいるものと評価できる。しかしながら、その

実態をみると、消費者安全法で義務付けるあっせん事務が行われていない窓口が

少なからず存在することが明らかとなった。その背景としては、相談窓口では、

「相談を受ける担当課の（正規）職員は 1名のみで他の業務も兼務しており、十

分な相談対応ができていない」あるいは相談員ではあっても「一人で処理をして

いると、なかなか解決に至らないことがある。」などの様々な事情が存在する。 

  ② 他方、全国的にみれば、消費生活相談件数が減少する中、消費生活相談体制を

強化した市町村の約６割において、相談件数が増加していることを踏まえると、

相談需要がないわけではなく、体制を強化することができれば、住民の潜在的な

相談需要を掘り起こすことができるものと考えられる。 

 

上記のまとめを踏まえると、地方消費者行政活性化基金による相談窓口・体制強

化には、一定の効果があり、相談需要の掘り起こしにつながっている。しかし、今

後とも十分に機能を果たしていくためには、相談員がいない、あるいは相談員が一

人しかいない孤立した窓口に対する支援を強化していくことが大きな課題となっ

ていることがうかがわれる。 

 

 ２ 望ましい相談窓口体制とその実現に向けた対応策 

 （1)  住民にとっての望ましい相談窓口の在り方 

消費者安全法の基本理念として、同法第３条第１項において、消費者安全の確

保に関する施策の推進について、「専門的知見に基づき必要とされる措置の迅速

かつ効果的な実施」を求め、既に述べているとおり、第８条第２項で、各市町村

に相談の受付・あっせん事務を義務付けている。 

こうした点を踏まえれば、各市町村において、住民が困ったときに、相談でき

る身近な窓口を整備する必要があるが、その相談窓口では、消費者からの相談を

正確に受け付け、専門的な知見に基づいて助言を行ったり、消費者自らによる交

渉が難しい事情等が存在する場合には事業者との間に立ってあっせんを行った

りする必要がある。 

 

さらに、高齢者に対する悪質な勧誘や食品等に係る消費者事故等について、福

祉・保健関係等の他部門などに最初の一報が入ったり、相談者の都合で、最初に

他部門の職員に相談が行われたりしたとしても、必要に応じて消費者行政の相談

窓口へつなぎ、対応できるようにする仕組みも必要になる。 

また、地域において発生した消費者事故等の情報が確実に収集・集約されて、
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被害の拡大を迅速に予防できる体制とすることも必要とされている。 

  こうした体制の下で収集された情報等に基づいて、各市町村は、住民の被害の

実態や関連する問題を把握し、住民に対して周知・啓発活動等の対応が的確に行

われる必要がある。また、市町村の福祉・保健部局等との連携に加え、消費者団

体や各種ＮＰＯ法人等とも連携するなど地域における消費者行政推進の拠点と

して機能することが期待される。 

 

 （2） 都道府県と市町村の役割分担、国の支援 

 上記（1）の観点からは、市町村が基礎自治体ならではの特性をいかして、主

体的に相談窓口の整備等を図る必要がある。 

 しかしながら、現実には、各市町村個別の対応では、人員・予算等の面で困難

な場合が多いことから、複数の市町村が広域的に連携して、効果的・効率的な対

応を図ることも期待される。 

また、上記１（1）で紹介した実態調査から明らかなとおり、相談員が１人と

いった窓口のように、人員が限られた相談窓口を設けた場合においても、広域連

携を行うことで各窓口の専門的な対応能力の向上が期待される。 

このように基本的には、市町村が単独であるいは連携して１次的な窓口となっ

て、消費者に関する問題を把握できるようにすべきである。 

 

また、都道府県は、広域的な事案に関する相談に加えて、市町村の窓口をバッ

クアップする体制を作ることが望まれる。 

さらに、都道府県が多くの消費者関係法令について執行権限を有していること

も踏まえると、都道府県が自らの相談窓口や各市町村の相談窓口で得られる相談

情報を効率的に集約し、執行業務にいかす体制とすることが望ましい。 

 

 他方、地方公共団体が、独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活セン

ター」という。）に対して、個別の相談事例に関して処理方法の助言等を求める

「経由相談」が行われている。これは現場の相談員にとって心強い後ろ盾となっ

ている。この経由相談のうち、約３割が都道府県の消費生活センターからのもの

であることを踏まえると、国としても、引き続き、消費生活相談事務について経

由相談やあっせんでも解決できない事案についての ADR 等を通じて支援を継続

する必要がある。 

 

(3) 望ましい広域連携の在り方（別紙１参照） 

広域的な連携体制をどのように構築するかについては、以下のとおり様々な対

応が想定されるが、いずれの場合においても、各地域の経済的・地理的・歴史的

な事情に応じて、自主的な判断に基づき行われる必要がある。また、連携体制を

組むどの市町村においても、消費生活相談を持ち込むことのできる窓口（市民相
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談窓口のように広範囲の相談を受け付ける「よろず相談窓口」を含む。）を設け、

必要な場合には、専門性の高い相談員のいる消費生活センターに直ちにつなぐこ

とのできるように連携体制を組む必要がある。 

 （都道府県内の一部地域の連携） 

①  一部地域の市町村による広域的な連携を行う場合  

②  一部地域の市町村が広域的に連携、あるいは単独で窓口を設置すると同時

に、県の振興局・振興事務所等の出先機関がその専門的知見をいかしてこれ

を支援する等の場合 

   （都道府県と域内市町村での連携） 

③  都道府県とその域内の市町村が広域連携する場合 

 

 上記の広域連携には、それぞれ特徴があり、その利点をいかすと同時に、想定さ

れる留意点については、連携に係る規約等において対応策を講ずる必要がある（別

紙２参照）。 

 

(4)  上記広域連携推進のための方策 

  上記(3)で述べたとおり、相談ネットワークの構築の在り方についても、地方公

共団体が自主的にその在り方を検討すべきものである。 

しかしながら、小規模な市町村が中核的な市に消費者窓口事務を委託する等に

より、自らの窓口を閉鎖する、あるいは、規模を縮小するような場合には、身近

で専門的な窓口での相談受付体制を実現する上では望ましいとは言い難い。また、

相談を受けることで、地域住民のかかえる消費者問題を把握し、地域の行政にい

かすことが行えなくなり、地域の消費者行政が弱体化するおそれがある。 

したがって、消費者庁としても、消費者安全法で示された理念実現のためには、

広域連携の望ましい形や広域連携に伴って想定される問題への対処に関する複数

の選択肢について、技術的助言として、一定のひな形を示す必要がある。 

 

また、消費者安全法で示された基本的理念を実現し、同法の制定によって市町

村に課せられた義務の履行を確保するためには、国として一定程度の財政負担や

技術的支援等を図ることを具体的に検討すべきである。 

例えば、ひな形に沿って窓口整備を進めていく自治体に対して、相談窓口のネ

ットワーク構築に必要な施設等の整備や窓口職員に対する必要な研修等について

負担・支援を図ることが想定される。 

なお、この場合でも、財政負担については、上記「第１章 ２（2）」で述べた

とおり、「地方消費者行政活性化基金」や「住民生活に光をそそぐ交付金」のよう

に、地方公共団体の創意工夫に基づく裁量を発揮できるような財政措置を活用す

る方向で、その具体的な在り方等について検討する必要がある。 
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なお、広域連携を推進するに当たっては、連携に参加する市町村間の分担関係

の調整が進まなかったり、都道府県と市町村の責任関係が不明確化したりすると

の懸念があるとされている。そこで、連携に参加する地方公共団体間の負担割合

や責任関係、機能分担等について、上記ひな形で示すことが望ましい。 
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務と求められ

全を確保する

それを的確に
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に見合った
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られる。 
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いる自治体は
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たりすること
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然として、能

報酬体系とな
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と回答

は、年
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る「雇

２年１

それぞ

複雑

となど

用体制

政活性

自治体

能力・

なって

おり多
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   ① 相談受付・助言 

 消費者からの相談を漏らさず正確に聴取し、相談情報に含まれている法的

問題点等を把握し、過去に発生した類似する事故や事件の処理方法等も参酌

した上で、消費者にとって最も望ましいと思われる解決方法について、消費

者にとって分かりやすく助言を行う。 

   ② あっせん 

 様々な事情で、消費者自ら相手の事業者との交渉に臨むことが難しい場合

や、当該事業者が悪質であるなど事業者側の事情により消費者自らによる交

渉が難航した、又は難航することが予想される場合等において、事業者と相

談者の間に立って双方の主張を正確に聴取し、その法的問題点等を整理した

上で、双方にとって了解できる解決策を提示するなどにより、あっせん交渉

を行う。 

   ③ 事故情報の連絡 

 上記①及び②を通じて得られた消費者事故情報について、PIO-NET に迅速に

入力する。 

   ④ 住民への啓発・情報提供 

 上記①、②等を通じて得られた情報や知見を踏まえて、消費者安全の確保

のために必要な情報を地域住民にわかりやすく提供する。また、必要に応じ

て啓発に努める。   

 

また、消費者関連法が比較的頻繁に改正が行われていること、新手の手口等

が次から次へと登場することなどを踏まえると、消費者事故等に関する知識を

適宜更新し、各事務を的確に処理する能力を継続的に育成・維持することが必

要不可欠となっている。 

 

なお、相談員の能力が実務の経験を通じて養われていく面が大きいことを踏

まえると、経験の浅い相談員に対して、相談現場において的確な指導・助言を

行うことのできる専門性の高い相談員を育成し、これを何らかの形で公的に認

知する仕組みも検討する必要がある。 

 

 (2) 相談員の処遇・研修等とそのための具体的な指針 

     上記(1)で述べた事務を相談員が的確に処理していくためには、 

   ① 必要な研修機会を定期的に用意する必要があること、 

   ② 長期間にわたる経験や研修等の積み重ねが具体的な相談対応で欠かせない

ことを踏まえると、いわゆる「雇止め」は適当でないこと、 

   ③ 相談員の能力や仕事の成果を適切に評価し、その評価に見合った報酬や処遇

等が用意されることが適当なこと 

などについて、各地方公共団体における理解促進を図る必要がある。 
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したがって、消費者庁としては、各地方公共団体の長にあてて、上記(1)で述べ

た事務を相談員が的確に処理するためには、上記①～③の対策等が求められると

する旨の具体的な指針を示すことにより、消費生活相談員の適切な処遇・研修機

会の確保を図る必要がある。 

 

なお、現在も、地域によっては、消費者安全法施行規則第７条各号に規定する

資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者が不足

している実情を踏まえ、国としても、その人材育成に必要な研修やＯＪＴについ

ては、一定程度の負担や技術的支援等の対応を強化する必要がある。 

 

さらに、相談員の多様な働き方に応じて制度的な選択肢を充実するという観点

から、任期付短時間勤務職員制度の要件緩和による同制度の活用等の必要があり、

その検討を早急に求める。また、中・長期的な課題として、任期の定めのない短

時間勤務職員制度についても検討すべきである。 
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門調査会 参考

１０頁より

効果 

消費生活相談

約７５％の自

せん等の水準

による事業者
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報提供の在

収集・集約

け、その利用

観点から、国

務の負担増

る現状と課題

情報ネットワ

１月及び平

関する結果の
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考資料６ 地方
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題 
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情報収

一定の

者行政

 

況をみ

いとこ

が見込

２年１

３７９
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談員の負担が増加しているなどの声が寄せられており、この点での問題解消が求

められている。 

 

 ２ 国・地方に求められる情報の収集・分析及び情報提供の在り方 

(1) 地方消費者行政における情報ネットワークの位置づけ 

上記 1で述べたとおり、消費者からの相談、苦情を各地方公共団体の窓口で集

め、地域ごとに集約、分析し、また、都道府県内・国全体で共有することで、各

地方公共団体における、個別の相談処理や住民に対する注意喚起・啓発、さらに

は国等における法執行や政策・制度の企画立案等様々な面で活用できる。PIO-NET

は、この情報収集・集約・分析・共有のための重要なインフラとして位置づける

ことができる。したがって、今後とも、その利用価値向上に向けた対応を検討す

る必要がある。 

 

また、各地方公共団体の消費者行政担当部署に、域内の福祉・食品関係等他の

行政部署の情報が集約される仕組みが重要である。 

 

消費者向けの情報提供を効果的に行うには、地域の消費者団体、福祉部門のネ

ットワークを活用するなどさらなる工夫を行う必要がある。 

 

また、事業者向けにも、例えば、製品の誤使用による事故の予防、安全な製品

づくり、表示の改善のために、PIO-NET に蓄積された情報を整理して事業者に対

して提供することも検討すべきである。 

 

さらに、PIO-NET 端末は、検索機能等に優れていることも踏まえ、各省庁のホ

ームページ等で公表されている様々な消費者関連情報についても、PIO-NET 情報

として載せることで、地方公共団体の窓口において、容易に当該関連情報を検索

できるようにするなど、国から地方への情報提供についてもその内容の充実を図

るべきである。 

 

(2) PIO-NET の設置範囲の拡大 

PIO-NET の活用範囲が、地方の相談処理の支援のみならず、国等の法執行への

活用、消費者行政の企画・立案等と拡大しているほか、上記１でみたとおり、

PIO-NET 端末の設置が都道府県による事業者指導や事故情報の周知にも効果があ

るとされることを踏まえると、各地方公共団体の消費者行政本課等も含め設置範

囲を拡大していくことが必要である。 

 

（3） PIO-NET への相談情報の入力事務の負担 

迅速な法執行等が求められる中で、消費者庁やその他関連省庁等における
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PIO-NET の情報に対するニーズが高まっている。それに伴い、入力が必要とされ

る情報量が増大し、また、セキュリティ・レベルを向上させるためにシステムが

高度化したこと等から、相談員の入力負担が増大している。実際、上記１で述べ

たとおり、PIO-NET を新設した自治体からも、入力負担についての要望が寄せら

れている。 

 

PIO-NET 入力に係る事務負担の増大は、被害事案の早期把握等国からの要請増

加に伴う面も少なくない。相談窓口における入力に伴う手間・費用負担や、入力

に関係する研修業務負担の在り方については、既に PIO-NET を設置している相談

窓口も含めて、その費用の一部を国が負担する仕組みとすることやシステムの刷

新等を検討する必要がある。 
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や必要な機材を購入・更新する必要がある。しかしながら、年々、担当職員数

は減少しており、その約４割は他の業務と兼務している状況にある。また、商

品テストのための機器の購入・更新等を行った自治体数も平成２０年度までは

減少傾向にあり、地方消費者行政活性化基金の創設により、平成２１年度には、

増えたものの、４７都道府県・１８政令市のうち１５、全体の２割強に止まっ

ている。 

 

   (2) 実態調査を踏まえた商品テスト実施に係る課題 

       相談窓口において、消費者事故等の相談が持ち込まれた場合、商品テスト

の実施体制が充実していれば、迅速にその原因を究明することができる。し

かしながら、上記のとおり、担当職員や施設・機器の面で、実施体制は脆弱

化している。 

   

 ２ 地方消費者行政における望ましい商品テストの在り方 

(1) 商品テストの意義とその強化に向けた対応策 

各地方公共団体で、自ら商品テストを行うことには、住民の相談事案への迅

速な対応や、住民に対して実験を公開する等による啓発活動等一定の意義があ

る。 

 

ただし、人材面、財政面や施設・機器の維持管理の面等を考慮すると、テス

ト対象については、各地方公共団体において容易に原因究明できるもの等その

範囲をある程度絞り込まざるを得ない。他方、工業試験場、食品加工研究所等

域内における他の機関との連携強化や、他の地方公共団体との協力強化等の方

策を図ることで充実を図ることも考えられる。 

 

また、国の関係機関においては、全国的に流通している商品や、地方公共団

体で実施が難しいものに特化して行うと同時に、全国の自治体や関係機関にお

けるテストの実施状況に係るデータベースを作成し、情報共有化等に向けた取

組を強化する必要がある。さらに、引き続き、技術的な相談への対応を行って

いく必要がある。 

 

(2) 人材の確保、育成 

事故情報への対応や試験・研究機関との連携を行う上で、地方の消費者行政

の担当部署において、技術的知見を有する人材を確保し、育成することが重要。

このため技術系の人材の消費者行政以外の部署も含めた人事ローテーション

や他の地方公共団体等との人事交流を進めることが考えられる。 

 

同時に、消費者行政に特有、あるいは頻発する技術的な問題についての知識

－167－



 

24 
 

やノウハウを蓄積する必要があり、そのための研修システムを考えることが望

ましい。そうした観点からは、国の関係機関での実務研修推進を図ることも考    

えられる。  
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   ② 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）（以下、「景品

表示法」という。） 

    都道府県全体でみた指示件数は、平成１６年度以降、十数件から二十数件で

推移しているが、その大半は、静岡、東京、兵庫等のいくつかの都道府県に集

中しており、平成１２年度以降で、全く指示処分を行ったことがない県は、１

３に上っている。 

    また、国の執行件数は、平成１６年度以降、都道府県の指示件数を大幅に上

回っていたが、平成２１年度以降、急速に減少している。消費者庁が発足して

から１年間（平成２１年９月～平成２２年８月）の執行件数は９件と、平成１

３年度以降の各年度の件数と比較して最も少ない件数となっている。 
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(2) 上記報告を踏まえた法執行の課題 

   上記の報告結果をまとめると、以下の課題が存在するものと考えられる。 

 ① 特定商取引法 

   上記のとおり、都道府県が法規制の実効性確保において、重要な役割を果た

している。 

   他方、全国の消費生活センターに寄せられる相談件数のうち、特定商取引法の

主たる対象である無店舗販売に関するものについてみると、相談件数は４０万件

を超え、全体の相談件数の５割近くに上るなど、依然として高水準で推移してい

ることが分かる。 

特に、高齢者を狙った悪質な事案が多いとされる訪問販売については、年間１

０万件前後で推移しており、早急な対応が望まれる。また、訪問販売業者の中に

は、一つの都道府県で処分されても、他の都道府県に移動して営業を開始するも

のもみられる。 

したがって、国の法執行体制の強化はもちろんのこと、都道府県の執行体制・

権限も充実・強化するような一層の対応策を講ずることが望まれる。 

 

 ② 景品表示法 

   上記のとおり、都道府県が行う処分件数は、国による件数に比べて低調に推

移しているほか、積極的に処分を行っている都道府県もいくつかに限られてい

る。消費者庁発足後の国の処分件数は、相当程度減少している。 

   他方、全国の消費生活センターに寄せられる相談件数のうち、表示・広告関

係は、全体の４％台で推移していることから、直ちに問題が顕現化していると

は評価し難いが、処分が低調化すれば、今後、問題が大きくなることも懸念さ

れる。  

 

２ 都道府県による望ましい法執行体制・権限 

本来、法執行の強化については、国として積極的に取り組んでいく必要がある

が、実際には、消費者庁を含め国の執行機関は、インターネット等を利用した通

信販売、急速に広域的に拡大するマルチ商法や複雑な金融商品の電話勧誘等の事

案をはじめ複数の都道府県をまたいで広域的に被害が発生している事案について、

的確に対応できているとは言い難い。したがって、関係省庁の連携強化も含め、

これに必要な体制整備を急ぐ必要がある。 

その上で、住民に身近な地方消費者行政における法執行体制についても以下の

とおり強化を図っていく必要がある。 

(1) 都道府県における法執行強化の必要性 

特定商取引法や景品表示法等では、その法目的として、消費者・購入者の利
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益保護を明記している。消費者・購入者たる住民の利益保護推進の観点からは、

被害が発生した都道府県において、今後とも迅速に処理する必要がある。 

 

都道府県の迅速かつ厳正な法執行は、以下の点でも、当該都道府県の消費者

行政推進に資することになる。 

 ① 都道府県内における類似する悪質商法、偽装表示等の抑止 

② 都道府県内の市町村窓口における事業者指導の実効性強化 

③ 法執行を行うことで得られた悪質事業者の手口等に係る知見を踏まえ、住

民に対して啓発活動を強化 

 

(2) 地方の執行力を高めるための国の支援策 

都道府県ごとで、執行実績のばらつきが大きいことから、国の執行機関とし

ても、以下の観点で法執行強化を後押しするなど必要な支援を進める必要がある。 

①   的確な法執行の前提としては、運用基準の明示など法解釈の明確化、問合

せへの対応体制の整備を進めるほか、国と都道府県が法執行のための調査を

共同で行ったり、都道府県の要請に応じて地方から国への出向の受入れや法

執行担当職員の研修を行ったりするだけでなく、国から地方に職員を派遣し

て、執行事務の応援を行うことで、地方消費者行政を支援するとともに国の

持っている専門的知見の共有を推進していくことも必要である。 

   なお、都道府県において、警察のＯＢの活用や、他部署の職員との連携を

強化することも具体的な執行において有効である。 

 

②  執行関連の情報共有については、ブロック会議の開催や、特商法・割販法

執行ＮＥＴを通じた情報共有などが行われており、今後ともその内容の充実

を図るほか、景品表示法等他の執行分野における情報共有も進めていく必要

がある。 

 

③ 同一事案について、一つの行政機関が調査に着手したものの、事情によって

他の行政機関が処分することになった場合の証拠等の引継ぎについて、国から

先例等も含めて一定の考え方を示すことも求められる。 

 

(3) 都道府県等の執行権限強化 

都道府県によっては、既にその執行体制が相当程度強化されていること、事

件処理に係る事務負担重複を防止する等の観点からは、その執行権限について、

以下のとおり、一定の拡大を検討する必要がある。 

 

①  特定商取引法については、都道府県による行政処分の効果が、当該都道府

県に限定されている。次々販売のように、一つの都道府県で処分された後、
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別の都道府県で営業している例が頻発していることを踏まえれば、事件処理

に係る事務負担重複を防止する観点からは、各地方の経済産業局が積極的に

調査・処分を行うだけでなく、都道府県が着手した事案でも広域的な被害防

止が必要であると判断した事案については、当該処分の効果を全国に及ぼす

ことができるものとすることが適当である。 

この場合、各個別の法律執行は、当該都道府県住民に効果を及ぼすのみな

らず、全国にも効果を及ぼすことになることから、国としても技術的支援等

を検討する必要がある。 

 

②  景品表示法に関する都道府県の執行権限は、現在、指示のみとなっている。

景品表示法の目的規定が公正かつ自由な競争の促進から、消費者保護に変わ

ったことも踏まえ、措置命令も行えるようにすることが適当である。 

   都道府県の執行権限強化に合わせて、公正取引委員会の地方事務所との連

携・協力体制を強化する。また、消費者庁と公正取引委員会の地方事務所と

の間で、事件調査や事業者等からの相談対応における連携・協力を一層密接

に行うなど、国としての執行体制を強化する。 

なお、今後の課題として、例えば、複数の都道府県をまたぐ一定地域の事

案等について、公正取引委員会の地方事務所において、調査以外の執行権限

の一端を担えるように法制上の見直しについて検討する。 
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第７章 地方消費者行政の基盤・環境の整備について 

 

○ 地域の現場で活動する多様な主体の参画による消費者教育の充実を図る

ことが望ましい。 

 

○ 行政と消費者団体、事業者団体などの協働により、消費者教育や啓発活動

等の推進を図る。 

 

○ 各地域の実情や、地方公共団体の自主的な判断によるところではあるが、

地方消費者行政の充実強化に向けた効率的・効果的な組織体制の構築と人材

育成の強化が求められる。 

 

１ 地方消費者行政の基盤・環境に係る現状と課題 

  (1)  消費者教育をめぐる消費者団体等様々な主体との連携体制の構築 

       平成２３年１月に行った地方消費者行政に関する実態調査によれば、「平成

２１年度に消費生活相談体制を強化した４１０の地方公共団体（３１都道府

県・３７９市町村）に、「消費者が製品事故・悪質商法等の被害に遭わないよ

う、その安全・安心を守るための方策として必要なもの」を尋ねたところ、全

体の約４分の３に当たる３１１の地方公共団体が「啓発・教育」を挙げている。 

地方消費者行政の基盤・環境を整備していく上で、消費者に対する教育・啓

発が必要不可欠なものとなっていることを改めて確認することができる。 

この点で、消費生活の知識や情報との接点を増やし関心を高めることで、消

費者の意識向上を図ることが課題である。 

他方、小中高等学校、大学における消費者教育や、学校教育以外での地域社

会における若者から高齢者までの各層を対象とした消費者教育については、各

地域で鋭意行われてきているものの、その成果が実際に目に見えにくいという

こともある。その結果、ともすれば、地方公共団体によっては、関係予算が削

られていく傾向にあるとの指摘もある。 

 

     また、従来から、地域の消費者教育等で重要な役割を果たしてきた消費者団

体も、地方によっては、会員の高齢化等もあって、そうした役割を担うのは、

難しくなってきているとの指摘もある。 

     地域の消費者教育は、住民のネットワークがいかせる分野であるので、消費

者団体のみならず、幅広く地域で活動している団体を含めた人づくり、組織づ

くり、ネットワークづくりを図っていくことが大きな課題となっている。 

 

  (2) 地方消費者行政の充実強化に向けた組織体制・人材育成 
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     地方消費者行政を担う正規職員は、過去１０年間で半減しており、これに伴

い一人の担当者が様々な業務を兼任していたり、消費者行政に関する研修期間

が短くなったりしたことなどに伴って、十分な専門的知見を身につけ、また、

維持していくのが難しいとされている。 

また、行政組織上も消費者行政に関する事務の位置づけは相対的に低いほか、

庁内の安全部門や福祉関係部門との連携が必ずしも十分でない自治体が少な

くないとされている。 

 

 ２ 地方消費者行政の基盤・環境の整備に向けた望ましい取組の在り方 

(1)  様々な主体による消費者教育・協働を進めるためのシステム構築の在り方 

消費者自身が、一定の知識と確かな判断力を持つこと、それによって被害に

遭うリスクを低減することが重要である。小中高等学校、大学における消費者

教育の内容充実のため、地域の多様な主体が関わることや、学校教育以外でも、

地域社会で若者から高齢者にいたるまで、その特性に応じて、様々な接点を通

じて必要な知識や情報提供を行っていくことが必要である。消費者教育の担い

手として、消費者相談に携わっている人、民生委員等福祉関係者などの参画も

進めていく必要がある。 

また、こうした多様な主体による取組を地方公共団体が積極的に支援してい

く必要がある。そのためには、地方公共団体の行う消費者教育に関連する事務

について法的な位置づけを明確化したり、国から関係教材等について技術的支

援を行ったりすることも検討すべきである。 

 

地域の様々な主体との協働によって、効果を上げている事例が多くみられる。

消費者行政においては、消費者団体等の活動が、地域の消費者行政に刺激を与

え、その内容をより良いものとする力ともなっている。こうした地域の多様な

主体の活発な活動は、消費者行政が効果を上げるための重要な基盤である。地

方公共団体としては、こうした地域の多様な主体との継続的な協力関係の構築

に努めることが必要である。 

また、国としても、モデル的な事例の紹介など情報提供の面やブロック会議

の開催など情報交換の場作りの面で支援を行うべきである。 

適格消費者団体が消費生活センター等の行政機関から速やかに情報提供を

受けられるようにするなど、適格消費者団体と行政との新たな連携を検討する

べきである。 

 

事業者団体による自主規制や消費者向けの啓発活動が行われているが、行政

としても事業者との連携を強化していく必要がある。行政から事業者、事業者

団体への情報提供、意見の吸い上げなど協力関係の構築（連絡会議、説明会、

照会対応など）を行うべきである。 
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また、消費者志向経営を推進している事業者団体と協力して、消費者基本法

第５条「事業者の責務」を事業者に周知し、消費者志向の事業者を育成するた

め、事業者向け研修の充実に努めるべきである。 

 

(2)  地方消費者行政の充実強化に向けた組織体制と人材育成の在り方 

地方公共団体においても、国における消費者庁や消費者委員会の設立と並行

して、消費者行政に関する事務を一つの課や局にまとめていく動きが見られる。

しかし、上記１(2)で述べたとおり、なお多くの地方公共団体では、消費者行

政に関する事務の位置づけは相対的に低く、消費者利益の擁護及び増進という

観点からの部局横断的な連携についても課題を抱えている。 

 

他方、地方公共団体においては、消費者行政を推進するための本部の設置、

計画の策定なども行われており、今後、連携の核となる担当部署の格上げや体

制充実を検討することが望ましい。 

人材の専門性の構築に当たっては、相談員や消費者行政を担う正規職員のみ

ならず、福祉部門等の職員も含めて、現在、国民生活センターが行っている研

修内容・期間について、一層の充実が求められる。また、この分野の専門性を

培っていこうとする職員に対して、将来の展望が得られるようなキャリアパス

を提示することも求められる。さらに、消費者行政の重要性に対する職員全般

の意識を高めていくことも必要である。  
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第８章 今後の地方消費者行政の充実・強化の進め方について 

 

○ 上記第２章～第７章までで述べた地方消費者行政の充実・強化策の実施に

当たっては、以下のとおり、可能な限り速やかに対応すべきである。 

 

○ 特段の法改正や予算対応を要しない措置、例えば、望ましい広域連携の在

り方や、消費生活相談員の処遇・研修等に係る具体的な指針の策定等につい

ては、平成２３年度以降直ちに対応に着手することが望ましい。 

 

○ また、消費生活相談を持ち込むことのできる窓口（市民相談窓口のように

広範囲の相談を受け付ける「よろず相談窓口」を含む。）については、平成

２４年度中には、全市町村で設置することができるよう国としても支援を行

っていく必要がある。ただし、東日本大震災の被害を受けた各市町村につい

ては、格別の配慮が必要である。 

 

○ もっとも、各市町村における消費者行政の十分な定着を図る上では、窓口

での相談対応の充実や出前講座等による啓発活動等を通じて住民の間での

支持・理解を深めるとともに、福祉等他の行政分野との連携体制の強化等を

図る必要がある。そのためには、集中育成・強化期間終了後さらに数年の期

間を要すると考えられる。したがって、地域における消費者行政の定着に向

けて、国として、様々な施策を組み合わせて対応する必要がある。 

 

○ その他法執行の強化等に係る法令改正等が必要な事項やPIO-NETの入力事

務に係る国の財政負担の検討については、平成２３年度以降、速やかに作業

に着手し、遅くとも平成２４年度には、実施されることが望ましい。 

 

○ なお、平成２１年度以降「地方消費者行政活性化基金」や「住民生活に光

をそそぐ交付金」等のこれまで講じた施策が地方消費者行政の活性化に向け

てどのような効果を発揮したのかについて、検証を行う必要がある。 
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【委員の意見】 

 

委員  国 府 泰 道 

委員  菅   美千世 

委員  田 中 三恵子 

委員  矢 野 洋 子 

 

１ 私たちは、報告書では、国の財政負担について次のような結論を示すべきであった

と考えます。 

（１） PIO-NET の入力事務については、国が恒常的な財政負担するための仕組みとし

て、地方財政法第１０条第１項の「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければ

ならない事務であって、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、そ

の円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要があるもの

に要する経費」として、「消費者事故情報の収集及び通知（消費者安全法第１２条

の事務）に要する経費」を加えること。 

（２） 相談窓口整備及び法執行の強化のための財政措置として、地方消費者行政活性

化交付金のように確実に地方消費者行政のために使われる交付金とし、人件費など

体制整備のために使用しやすいようにこれを相当年数にわたって整備すること。 

 

２ 仮に上記のように財政措置の大枠を示すことが困難なために、消費者庁に検討を委

ねるにしても、下記のように一定の枠をはめた委ね方をすべきであったと考えます。 

                  

記 

 

「また、財政負担についても、『地方消費者行政活性化基金』や『住民生活に光をそそ

ぐ交付金』について検証評価した上で、地方公共団体の創意工夫に基づく裁量を発揮し

つつも、たしかに消費者行政に相当年数にわたって使われるようなかたちでの財政措置

を講ずる方向で、その具体的なあり方について検討する必要がある。」（報告書第１章２

(2)末尾の段落及び第２章２(4)第６段落を修正し、第８章の末尾に追加する） 
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